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令和５年第４回高松市議会定例会提出予定議案 

 

１ 令和５年度高松市一般会計補正予算（第３号） 

現計予算額   １７２，０３７，４６９千円 

  補 正 額     １，９７６，３２４千円 

  補 正 後   １７４，０１３，７９３千円 

 

２ 令和５年度高松市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

  現計予算額    ４１，３８７，７７５千円 

  補 正 額        ３４，８７０千円 

  補 正 後    ４１，４２２，６４５千円 

 

３ 令和５年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

  現計予算額    ２１，０４３，７０９千円 

  補 正 額        ２６，９５３千円 

  補 正 後    ２１，０７０，６６２千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

公布の日から施行 
はＲ６．１．１から施行 

はＲ７．１．１から施行 

４ 高松市市税条例の一部改正について 

 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行及び地 

方税法等の一部改正に伴い、新たに導入される森林環境税の 

徴収方法を定める等のため改正するもの 

   高松市市税条例の一部改正（公布の日施行分） 

 ア 市民税において、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る課税の特例の適用期限を３年間延長し、「令和６年度まで」から「令和９年度まで」

とするもの 

 イ 市民税において、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る市民税の算定で、当該長期譲渡所得に乗ずる割合を軽減する課税の特例の適

用期限を３年間延長し、「令和５年度まで」から「令和８年度まで」とするもの 

 ウ 市民税において、所要の規定整備をするもの 

 エ 市民税において、引用条項の整備をするもの 

 オ 固定資産税において、地方税法の一部改正により、長寿命化に資する大規模な修繕

工事等を行ったマンションに係る減税措置が創設されたことに伴い、参酌するものと

して国が示す割合を踏まえ、固定資産税額の３分の１に相当する額を当該固定資産税

額から減額することとするもの 

 カ 固定資産税において、 オの減額措置を受けようとする者がすべき申告について規

定するもの 

 キ 固定資産税において、引用条項の整備をするもの 

 ク 軽自動車税において、引用条項の整備をするもの 

 高松市市税条例の一部改正（令和６年１月１日施行分） 

 ア 市民税において、森林環境税の導入に伴い、その賦課徴収は、個人の市民税の均等

割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収することとするもの 

 イ 市民税において、 アに伴い、個人の市民税の納税通知書に記載すべき納付額の算

定に用いる税目に森林環境税額を加えるもの 

 ウ 市民税において、森林環境税の導入に伴い、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除することができなかった金額があるときの当該控除不足額による納付又は納入先に

森林環境税額を加えるもの 

 エ 市民税において、森林環境税の導入に伴い、特別徴収の方法により徴収する給与所

得に係る個人の所得割額及び均等割額には、森林環境税額を含むこととするもの 

 オ 市民税において、森林環境税の導入に伴い、給与所得に係る個人の市民税の特別徴

収税額が変更された場合において過納又は誤納に係る税額のあるときに、当該納税者

に未納に係る徴収金のあるときは、これに当該過納又は誤納に係る税額を納付又は納



３ 

Ｒ５．８．１から施行 

入することができるものとし、当該未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを

委託したものとみなすこととするもの 

 カ 市民税において、森林環境税の導入に伴い、特別徴収の方法により徴収する公的年

金等に係る個人の所得割額及び均等割額には、森林環境税額を含むこととするもの 

 キ 市民税において、森林環境税の導入に伴い、公的年金等の所得に係る個人の市民税

の特別徴収税額に過納又は誤納に係る税額のあるときに、当該特別徴収対象年金所得

者に未納に係る徴収金のあるときは、これに当該過納又は誤納に係る税額を納付又は

納入することができるものとし、当該未納に係る徴収金を納付し、又は納入すること

を委託したものとみなすこととするもの 

 ク 市民税において、所要の規定整備をするもの 

 ケ 軽自動車税において、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収について、不正を行った

自動車メーカーを納税義務者とみなして納付すべき額の不足額を徴収する際に、当該

不足額に加算する金額の算定において、不足額に乗じる割合を１００分の１０から 

１００分の３５に変更するもの 

 コ 軽自動車税において、軽自動車税の種別割の賦課徴収について、不正を行った自動

車メーカーを納税義務者とみなして納付すべき額の不足額を徴収する際に、当該不足

額に加算する金額の算定において、不足額に乗じる割合を１００分の１０から１００

分の３５に変更するもの 

 高松市市税条例の一部改正（令和７年１月１日施行分） 

 ア 市民税において、給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項がその年の前年

において提出した申告書の記載事項に異動がないときは、その申告書に記載すべき事

項に代えて異動がない旨を記載した申告書を提出することができることとして、記載

事項を簡素化するもの 

 イ 市民税において、所要の規定整備をするもの 

 

５ 高松市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

  高松市立みんなの病院の診療科目を新設し、及びその名称を変 

更し、並びに高松市立みんなの病院駐車場使用料を見直すため、 

改正するもの 

   診療科目に脳血管外科を新設するもの 

   神経内科の名称を脳神経内科に変更するもの 

   患者、その付添人その他管理者が病院事業を実施する上で必要があると認める者につい

ては、駐車場使用料を無料とするもの 

 



４ 

公布の日から施行 

公布の日から施行 
はＲ５．１０．１から施行 

６ 高松市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正について 

 

  放送法の一部改正に伴い、改正するもの 

   引用条項の整備をするもの 

 

７ 高松市火災予防条例の一部改正について 

 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器 

具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（以下「省令」という。）の一部

改正に伴い、急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準を見直す等のため、改正するも

の 

 省令の一部改正に伴い急速充電設備の基準等を見直すもの 

 ア 急速充電設備の定義において、充電対象の「電気自動車等」には、電気を動力源とす

る自動車と原動機付自転車に加え、船舶、航空機その他これらに類するものを含むも

のとし、全出力の上限２００キロワットを撤廃するもの 

 イ 急速充電設備の定義において、コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続す

るための部分をいう。以下同じ。）を用いて充電するものであることを明記するもの 

 ウ 急速充電設備の定義において、分離型の急速充電設備については充電ポスト（コネク

ター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以

下同じ。）も急速充電設備を構成するものとするもの 

 エ 分離型の急速充電設備の充電ポストにおいて、当該急速充電設備を屋外に設ける場合

には、建築物から３メートル以上の距離を保つこととする基準は適用しないこととす

るもの 

 オ 分離型の急速充電設備の充電ポストにおいて、筐体を不燃性の金属材料で造ることと

する基準は適用しないこととするもの 

 カ 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用

者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けることとするも

の 

 キ 急速充電設備に内蔵する蓄電池のうち主として保安のために設けるものについては、

当該内蔵する蓄電池に講ずべき措置は適用しないこととするもの 

 ク 分離型の急速充電設備にあっては、主として保安のために設けるものを除き、充電ポ

ストには蓄電池を内蔵してはならないこととするもの 

 ケ その他所要の規定整備をするもの 

 喫煙等に関する規定を見直すもの 

 ア 「喫煙所」と表示した標識については、健康増進法に規定する喫煙専用室標識を設け



５ 

る場合には設置しなくてもよいこととするもの 

 イ 「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号による標識は、国際

標準化機構が定めた規格又は日本産業規格に適合するものとしなければならないこと

とするもの 

 所要の規定整備をするもの 

 

８ 議決の変更について 

令和２年１２月２１日に議決を経た工事請負契約（香東中学校校舎等改築工事）について、

物価水準等の変動により、契約金額が不適当なものとなったとしてなされた受注者からの請求

に基づく協議等に伴い、変更するもの 

             変更前             変更後 

 ・契約金額  １，７１６，０００，０００円 → １，８０１，３９４，１００円 

 

９ 議決の変更について 

平成３１年３月２２日に議決を経た工事請負契約（高松第一高等学校改築工事）（令和２年

２月２０日、令和４年５月１８日、令和４年８月２３日及び令和５年６月６日、地方自治法第

１８０条第１項の規定による工事請負契約の契約金額の変更に係る専決処分）について、物価

水準等の変動により、契約金額が不適当なものとなったとしてなされた受注者からの請求に基

づく協議等に伴い、変更するもの 

             変更前             変更後 

 ・契約金額  ６，８１９，３０２，８６０円 → ７，２８５，４９１，６６０円 

 【参考】平成３１年３月２２日の議決における契約金額６，８０４，０００，０００円 

 

10 議決の変更について 

平成３１年３月２２日に議決を経た工事請負契約（高松第一高等学校改築に伴う電気設備工

事）（令和３年７月２７日及び令和５年６月６日、地方自治法第１８０条第１項の規定による

工事請負契約の契約金額の変更に係る専決処分）について、物価水準等の変動により、契約金

額が不適当なものとなったとしてなされた受注者からの請求に基づく協議等に伴い、変更する

もの 

             変更前            変更後 

 ・契約金額   ８１０，７３５，４００円 → ８３７，２６０，８００円 

 【参考】平成３１年３月２２日の議決における契約金額７９４，８８０，０００円 

 

 

 



６ 

11 議決の変更について 

令和元年７月９日に議決を経た工事請負契約（高松第一高等学校改築に伴う機械設備工事）

（令和３年７月２７日及び令和５年６月６日、地方自治法第１８０条第１項の規定による工事

請負契約の契約金額の変更に係る専決処分）について、物価水準等の変動により、契約金額が

不適当なものとなったとしてなされた受注者からの請求に基づく協議等に伴い、変更するもの 

           変更前            変更後 

 ・契約金額   ６２８，７３１，３００円 → ６４１，７５６，４００円 

 【参考】令和元年７月９日の議決における契約金額６１２，３６０，０００円 

 

12 財産の取得について 

  災害対応特殊はしご付消防自動車（常備）を購入するもの 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 ２２６，６００，０００円 

   契約の相手方 株式会社岩本商会 

 

13 財産の取得について 

  災害対応特殊消防ポンプ自動車（常備）を購入するもの 

 契約の方法 一般競争入札 

   契 約 金 額 １０７，８００，０００円 

   契約の相手方 株式会社福島商会 

 

14 路線の認定について 

寄附採納に伴い、市道１１路線を認定するもの 

  ・松島町１２２号線ほか１０路線 

 

15 公有水面埋立てに関する意見について 

  高松市朝日町五丁目及び朝日町六丁目地先の公有水面をふ頭用地として埋め立てることにつ

いて、意見を述べるもの 

 

 

（報告） 

１ 令和４年度高松市一般会計繰越明許費繰越計算書 

２ 令和４年度高松市卸売市場事業特別会計繰越明許費繰越計算書 

３ 令和４年度高松市病院事業会計予算繰越計算書 

４ 令和４年度高松市下水道事業会計予算繰越計算書 


